
令和８年５月１１日

令和８年度津野町観光情報発信事業委託業務公募型プロポーザル質問事項回答書
　
令和８年５月１日付で公表しました『令和８年度津野町観光情報発信事業委託業務公募型プロポーザル』へのご質問につきまして、下記のとおり回答します。
	№
	質問
	回答

	１
	事業開始月の確認したいです。
６月からで大丈夫でしょうか？
	5月25日に行うプロポーザル審査委員会にて業務受託者を決定し、契約締結後に情報発信業務にあたっていただきます。

	２
	プレゼンテーション日時の確認したいです。

	プロポーザル審査委員会の開催日時は5月25日の9時からを予定しており、別日への変更はできません。

	３
	25日に参加できない場合は、別日への変更は可能でしょうか？
	

	４
	企画提案書作成にあたり、「BE a STAR」
および「ちゃつのん」のロゴ・イラスト等を使用してもよいでしょうか。また、使用可能なデータの提供は可能でしょうか。
	本プロポーザルに係る使用であれば、申請を要さずに使用可能です。
提供を希望するロゴ・イラスト等は、電子メールにて「star@town.kochi-tsuno.lg.jp」宛にご連絡ください。画像データをお送りします。ただし、本プロポーザル以外での使用はお控えください。

	５
	「BE a STAR」関連のキャンペーンやイベント時の写真データの提供は可能でしょうか。
	開催済みのイベントの写真は、不特定多数の方が写っているため、個人情報保護と肖像権の観点から提供できかねます。

	６
	今年度中に「BE a STAR」関連のキャンペーンやイベント等の実施予定はありますでしょうか。
	[bookmark: _GoBack]随時実施していきます。

	７
	「滞納がないことを証明する書類」について、具体的に有効となる書類をご教示ください。
	■法人の場合
・税務署発行の納税証明書（その3の3）
■個人事業主の場合
・税務署発行の納税証明書（その3の2）
■共通(町税)
・津野町役場発行の完納証明書



以上
